
第４２２３号 平成３０年７月２日 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

目        次 

◇ 告  示 

○ 特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域の指定【

環境局環境監視部環境監視課】 ２

○ 育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関の指定【保健福祉

局障害福祉部障害者支援課】 ３

○ 育成医療及び更生医療に係る指定自立支援医療機関からの辞退の届出

【保健福祉局障害福祉部障害者支援課】 ４

○ 精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の指定【保健福祉局障害福

祉部精神保健福祉課】 ５

○ 精神通院医療に係る指定自立支援医療機関からの辞退の届出【保健福

祉局障害福祉部精神保健福祉課】 ６

◇ 公  告 

○ 特定調達契約の落札者の決定【総務局総務部総務課】 

７

○ 簡易公募型プロポーザル方式に係る手続の開始【環境局環境未来都市

推進部地域エネルギー推進課】 ８

◇ 上下水道局 

○ 排水設備指定工事店の指定【上下水道局下水道部下水道計画課】 

１１

○ 下水道事業受益者負担金賦課対象区域【上下水道局総務経営部営業課

】 １２

1



北九州市告示第３１８号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、この告示により指定する形質変更時要届

出区域に係る同法第１５条第１項に規定する台帳は、北九州市環境局環境監視

部環境監視課及び北九州市立文書館に備え付ける。 

  平成３０年７月２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定する形質変更時要届出区域 

 北九州市八幡東区東田四丁目１番１０７の一部 

２ 土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類 

ベンゼン、シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 

３ 土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類 

  シアン化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその

化合物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 
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北九州市告示第３１９号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。

  平成３０年７月２日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

柳町調剤薬局 北九州市門司区柳町一丁目１番２

３号 

平成３０年

７月１日 

２ 訪問看護ステーション等（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

アップルハート訪問看

護ステーション小倉南 

北九州市小倉南区徳力一丁目１２

番７－１０１号 

平成３０年

７月１日 

訪問看護ステーション

プーラビダ星ヶ丘 

北九州市八幡西区星ヶ丘三丁目１

０番２６－１０１号 

平成３０年

７月１日 
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北九州市告示第３２０号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６５条の規定により育成医療及び更生医療に係る指定自立

支援医療機関から指定の辞退の届出があったので、同法第６９条第３号の規定

により次のとおり告示する。

  平成３０年７月２日

北九州市長 北 橋 健 治 

薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機

関の所在地 
辞退理由 辞退年月日 

柳町調剤薬局 北九州市門司区柳町

一丁目１番２３号 

閉局のため 平成３０年

６月３０日 

株式会社小森江薬

局 

北九州市門司区矢筈

町１番１号 

閉局のため 平成３０年

６月３０日 
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北九州市告示第３２１号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  平成３０年７月２日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

柳町調剤薬局 北九州市門司区柳町一丁目１番２

３号 

平成３０年

７月１日 

アロマ調剤薬局守恒 北九州市小倉南区守恒本町二丁目

２番１８号 

平成３０年

７月１日 

２ 訪問看護ステーション等（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護・リハビリス

テーション在宅看護セ

ンター北九州 

北九州市若松区小敷ひびきの三丁

目４番１３号１０２号 

平成３０年

７月１日 
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北九州市告示第３２２号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６５条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から指定の辞退の届出があったので、同法第６９条第３号の規定により次

のとおり告示する。

  平成３０年７月２日

北九州市長 北 橋 健 治 

薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機関の

所在地 
辞退理由 辞退年月日 

株式会社小森江薬

局 

北九州市門司区矢筈町１

番１号 

閉局のため 平成３０年

５月１４日 

ニック調剤薬局小

倉店 

北九州市小倉北区馬借二

丁目６番４号 

閉局のため 平成３０年

５月３１日 

柳町調剤薬局 北九州市門司区柳町一丁

目１番２３号 

閉局のため 平成３０年

６月３０日 
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北九州市公告第４４１号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成３０年７月２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量 

  北九州市本庁舎他１箇所電力供給 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市総務局総務部総務課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成３０年５月２９日 

４ 落札者の名称及び住所 

  九州電力株式会社 

  福岡市中央区渡辺通二丁目１番８２号 

５ 落札金額 

  ９，４５２万４，２１０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  平成３０年４月１６日 

８ 落札方式 

  最低価格による。
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北九州市公告第４４２号 

 次のとおり応募者に資格条件を付与した簡易公募型プロポーザル方式に係る

手続を開始する。 

  平成３０年７月２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 業務概要 

（１） 業務名 北九州市及び近隣地域における竹・木質バイオマス熱供給

事業構築可能性調査業務 

（２） 業務内容 ＣＯ２削減と放置竹林対策を目的に、竹の集材システム

の構築推進を図り、竹チップと木質チップ混焼のバイオマスボイラによる

熱供給事業拡大の可能性を探るため、竹の集材について先進的な国内事例

の現地調査や、本市及び近隣地域の竹林の状況、熱供給先（温浴施設、病

院等のボイラ設置施設）について調査を行うもの

（３） 履行期間 契約締結日から平成３１年２月２８日まで 

２ 参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項及び北九州市測量

業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成６年北九州市規則第６０号）第７条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

（２） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（３） 次の申立てがなされていないこと。 

ア 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定によ

る破産手続開始の申立て 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手続

開始の申立て 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生

手続の申立て 

（４） 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 役員等（役員及び従業員をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定するものをいう。以下同じ。）であると認められる者 

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的
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に関与していると認められる者 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不当な利益を得る目的又は第三

者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認め

られる者 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の活動又は運営に協力し、

若しくは関与していると認められる者 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に不適切な関係を有している

と認められる者 

カ 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用して

いる者 

（５） 法人税及び事業所所在地における地方税（法人住民税、事業税等）

が未納でない者   

（６）  受託候補者に選定された場合、履行期限内に当該業務の履行完了が

可能な体制にあり、調査提案書提出時の総括責任者が当該業務を担当でき

ること。 

３ 受託候補者を選定するための評価基準 

（１） 業務実績 

（２） 業務実施体制 

（３） 調査提案書内容 

ア 竹バイオマス・木質バイオマス先進地事例の調査 

イ 北九州市及び近隣地域の竹林の状況及び熱供給先に関する調査 

ウ （仮称）北九州市地域バイオマス有効活用検討会（バイオマス熱供給

部会）の運営 

（４） スケジュール管理その他 

ア スケジュール管理 

イ その他事項 

４ 手続等 

（１） 担当部局 

北九州市環境局環境国際経済部地域エネルギー推進課 

北九州市小倉北区城内１番１号 

電話 ０９３－５８２－２２３８ 

（２） 説明書の交付場所、交付期間及び交付方法 

ア 交付場所 前号に同じ。 

イ 交付期間 公告の日から平成３０年７月２０日まで（日曜日、土曜日
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及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日を除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで及び同月

２３日午前８時３０分から正午まで 

ウ 交付方法 無償にて交付する。 

なお、説明書の郵送又はＦＡＸによる入手申込みは認めない。 

（３） 説明会の場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

     北九州市役所本庁舎９階９１会議室 

イ 日時 平成３０年７月５日午前９時３０分 

（４） 審査会の場所及び日時 

ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

     北九州市役所本庁舎１０階１０１会議室 

イ 日時 平成３０年７月２６日（時間は別途連絡） 

（５） 応募書類の提出場所、提出期限及び提出方法 

ア 提出場所 第１号に同じ。 

イ 提出期限 平成３０年７月２３日正午まで 

ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送は書留郵便に限る。提出期限までに必

着のこと。） 

５ その他 

（１） 手続において使用する言語及び通貨 

ア 言語 日本語 

イ 通貨 日本国通貨 

（２） 契約書作成の要否 要 

（３） 関連情報を入手するための照会窓口 前項第１号に同じ。 

（４） 詳細は説明書による。 
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北九州市上下水道局告示第２６号

 北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第８条に規定する

排水設備指定工事店を次のとおり指定した。

  平成３０年７月２日

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志

指定番号 工事店名

代表者

所在地 指定の有効期間

４０４２ 明生システム 

楢原利夫 

北九州市若松区宮

丸二丁目７番７号 

平成３０年７月１日

から平成３５年５月

３１日まで 

６１６１ マルモ工業 

森本 茂 

北九州市八幡西区

香月中央二丁目１

０番３１号 

平成３０年７月１日

から平成３５年５月

３１日まで

８１２０ 株式会社和田工務

店 

和田太希雄 

福岡県遠賀郡岡垣

町吉木西一丁目１

１番６号 

平成３０年７月１日

から平成３５年５月

３１日まで
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北九州市上下水道局公告第８２号

 北九州広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和５０年北九州

市条例第４９号）第５条第１項の規定により、下水道事業受益者負担金賦課対

象区域を次のとおり公告する。

 その関係図面は、公告の日から２週間北九州市上下水道局総務経営部営業課

において一般の縦覧に供する。

  平成３０年７月２日

北九州市上下水道局長 有 田 仁 志  

受益者負担金賦課対象区域 

＜門司区＞          

１ 住居表示実施区域

町  名 地   番

白野江四丁目 １８２０番５、１８２３番６及び１８２３番１３ 

大里新町 
１４５番１、１４５番６、１４５番２２、１４５

番２３、１４５番２４及び５３番２３ 

２ 住居表示未実施区域 

大字大積 

１番２１５の一部、１番２２１の一部、２８番１の一部、３７番３の一

部、５８番５、９３番２及び１３９番３の一部 

＜小倉北区＞                                             

１ 住居表示実施区域

町  名 地   番

霧ヶ丘二丁目 ４１番４５ 
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＜小倉南区＞          

１ 住居表示実施区域 

町  名 地   番 

朽網東五丁目 ４５８番８及び４５８番９ 

志井六丁目 
 １８９２番１、１８９７番１、１８９７番１２ 

び１９０９番１ 

下石田一丁目  １６６８番１及び１６６８番４ 

下城野一丁目  １４１０番１ 

下貫三丁目 ２３５８番６から２３５８番９まで 

 高野三丁目 １２７６番５ 

津田新町二丁目 ８８６番１ 

津田南町 ２０１番２の一部 

中曽根東二丁目 １９８９番６及び１９９３番３ 

中貫二丁目 
１６２９番１及び１６２９番５から１６２９番

８まで 

蜷田若園三丁目 ７５５番９ 

沼本町二丁目 １５２６番１の一部 

舞ヶ丘二丁目 １６４番９０ 
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湯川三丁目 

１９６番８、１９６番１８、１９６番３３から１

９６番３６まで、２００番１から２００番１２ま

で、２０１番１、２０１番３から２０１番２４ま

で、２０２番１から２０２番６まで、２０５番１

から２０５番１７まで、２０６番２から２０６番

１１まで、２０７番２から２０７番４まで及び２

０８番４から２０８番６まで 

横代北町三丁目 １０８２番１、１０８３番３及び１０８４番２ 

２ 住居表示未実施区域    

空港北町

６番の一部 

大字志井

１４７７番１の一部 

大字母原 

３４番５、３４番６及び７９番２ 

＜若松区＞                                             

１ 住居表示実施区域

町  名 地   番 
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南二島四丁目 ４９５番８８ 

２ 住居表示未実施区域   

大字有毛 

２５４８番２ 

＜八幡西区＞ 

１ 住居表示実施区域 

町  名 地   番

石坂二丁目 ３４３４番３及び３５５４番１ 

岩崎四丁目 
２８４１番２４から２８４１番２７まで及び２８４

１番１１６ 

楠橋下方一丁目 ６５９番３ 

木屋瀬二丁目 ５４３番１及び５４３番２の一部 

木屋瀬四丁目 
７２５番４、７２５番５、７２５番８から７２５番

１２及び７２５番１３の一部 

木屋瀬五丁目 １４８番８及び１４８番１９  

下畑町 ７１６番１４ 

野面一丁目 ２３９６番１及び２３９６番５ 

真名子二丁目 ３０５番２６ 
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椋枝二丁目 ２３４１番１６及び２３４１番１７ 

２ 住居表示未実施区域 

大字金剛

１４５番１ 

大字野面

１７００番及び１７０１番２の一部 

大字本城

２８３８、２８５６及び２８５７ 
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